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NPO法人医療的ケアネット提出の「要望と提言」についての要旨

　このたび、当法人の中畑理事と連携いただき格別のご配慮を賜り感謝いたします。政務官殿にFAXで送らせていただいた「要望と提言」について、その要旨を簡潔に、ということでございましたので、出来る限りの努力をいたす次第でございます。この「要望と提言」は、どの項目も「譲れない」ものではあるのですが、その根底に通底する理念と具体的対応について以下にご説明させていただきたく存じます。

　１　まず一番に整備が必要と考えているのは「具体的に医療的ケアの支援も行える支援者をきちんと養成する」ということです。その一つの方策として「パーソナルアシスタント」という考え方を提案させていただきました。また、それを具体的に実現していくために必要な医療との連携について、それを評価する方策についても具体的に提案させていただきました。この「パーソナルアシスタント」という考え方は、居宅であるとか通所施設・入所施設など「場」によって変化するものではなく、あくまでも当事者が、その場その場で「この人の支援を受けたい」というところに存在する者と捉えていただければ、事業体系などにとらわれず、シームレスな支援が可能となり、医療的ケアを必要とする方々の「選択肢」が格段に増えるものと考えます。つまりそれは、在宅・通所・入所・短期入所・ケアホームなど、様々な活動のそれぞれの場面に「根本的な支援の在り方」として通用するものであるということで、それをバックアップする訪問看護や基幹病院との連携などにも波及する考え方です。

　この「パーソナルアシスタント」という仕組みが実現し、それに見合う報酬単価の設定がなされることが、形骸化している「重度障害者等包括支援」を機能させ、「重度訪問介護」や「夜間支援」の拡がりをもたらすものと考えられます。

２　上記の「パーソナルアシスタント」が、医療的ケアを必要とする方々を支援する場合、従来より重症心身障がい児（者）施設で行われているように、福祉と医療との「二階建て」の報酬設定をすることで、医療との連携・協働がはじめて現実的に可能になり、当事者が安心して様々な生活形態を選択しうる第一歩を歩めることと考えております。「要望と提言」のなかに何カ所かこの「二階建て」について言及しておりますが、これは世界に類を見ない日本が世界に誇りうる仕組みであります。それを「重症心身障害児（者）施設」に限定することなく、その場を利用されている方々と「同じような様態にある方々」への「個別給付」とすることを提案しております。それによって、当事者や家族は「場」に縛られることなく、その時々に必要と思える支援を選択できるようになりますし、現在自立支援給付のみで（つまりは一階建てで）、場合によっては持ち出しで支援している支援者たちも、安心して誇りを持って支援を継続することができると考えられます。

　以上が、大項目６つの根底に通底している、私共の「要望と提言」についての考えでございます。川村秘書官殿におかれましては、よろしく山井政務官殿にお伝え下さり、有意義な面会となるようご理解とご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
